
盛土規制法_規制区域指定手続きについて
（R8年3月委員会）

・規制区域の抽出フロー

・規制区域（素案）基本的な考え方 R7.2月

・規制区域（案）公表およびパブリックコメント実施

・規制区域指定に向けた手続き工程（案）、今後の予定

資料3



規制区域候補の抽出フロー R6.8月～
宅地造成等工事規制区域 特定盛土等規制区域

① 市街地・集落等区域の抽出

② ①から、盛土等に伴う災害が発生する蓋然性のない区域を除外

③ 地形的条件等を勘案して宅地造成等工事規制区域・特定盛土等規制区域の候補区域を設定
（各候補区域を比較し、必要に応じて修正）

① 盛土等に伴う災害により居住者等の生命又は
身体に危害を生ずるおそれの特に高い区域の抽出

市街地・集落等以外の保全対象を抽出の上、以下を実施

（１）盛土等の崩落により流出した土砂が、土石流と

なって渓流等を流下し、保全対象の存する土地

の区域に到達することが想定される渓流等の上

流域の抽出

（２）盛土等の崩落により隣接・近接する保全対象

の存する土地の区域（市街地・集落等を除

く。）に土砂の流出が想定される区域の抽出

（３）その他の区域の抽出

土砂災害発生の危険性を有する区域、過去

に大災害が発生した区域等の抽出

（１）市街地・集落等の抽出

（２）市街地・集落等に隣接・近接する土

地の区域の抽出

出典「基礎調査実施要領（規制区域指定編）」より引用 1



沖縄県_規制区域（素案）基本的な考え方 R7.2月
➢ 基礎調査要領に基づき宅造区域及び特盛区域の指定候補となる区域を抽出し、県の基本的な考え及び
現地調査を踏まえ、規制区域（素案）をとりまとめた。全市町村に素案段階での事前意見照会を実施した。

➢ 規制区域（素案）における県の基本的な考えとして、宅造区域における都市計画区域の取扱い、集落の

定義、隣接・近接の範囲、特盛区域における道路や離島の取扱い等を整理し、反映させた。

地域要件の例 概要

宅
造
区
域

都市計画区域
の取扱い

●都市計画区域のうち、以下に応じた候補区域の取扱いをケーススタディ
・都市計画区域のうち、線引き都市計画区域/非線引き都市計画区域による別
・線引き都市計画区域のうち、市街化区域/市街化調整区域による別
・都市計画区域のうち、用途地域あり/なしによる別 → 採用

地域開発計画等
策定区域の取扱い

●条例等で指定されている「立地適正化計画（居住誘導区域）」「市街化調整区域における既存集
落、既存住宅団地」「地区計画の指定区域」「土地区画整理事業の指定区域」等の指定区域の取
扱いを検討 → 宅造区域の候補を確認

集落の考え方

●集落に関連する「建築物（人家）」及び「敷地間距離」について、組み合わせをケーススタディ
・3戸-50m（要領の解説に示される他自治体での集落定義事例）
・5戸-50m（要領の解説に示される他自治体での集落定義事例）
・50戸-50m（沖縄県開発基準の定義）→ 採用

共
通

区域に隣接・近接する
土地の範囲の考え方

●地盤の勾配に応じて、取り扱いを検討
・平地（勾配1/10未満） ；50m
・傾斜地（勾配1/10以上）；250m
→ 採用：過去災害等を踏まえた要領に示される最大値を隣接・近接の範囲とする：安全側

特
盛
区
域

保全対象としての
道路の取扱い

●道路の種別に応じた、保全対象としての取扱いをケーススタディ
・県道まで（高速道路、一般国道、一般県道）を保全対象とする
・市町村道まで（高速道路、一般国道、一般県道、市町村道）を保全対象とする
・林道・農業用道路等まで（全ての公共道路）を保全対象とする → 採用：安全側

離島の取扱い

●保全対象の有無や災害リスクに応じた、特盛区域の指定方針を検討
・保全対象がひとつでも存在する離島；島全域を対象に区域を指定
・保全対象が存在しない離島 ；人の往来状況や開発動向を踏まえ取り扱いを検討
→ 有人島及び災害リスクのある無人島（架橋離島、指定離島等）を規制区域とする 2



規制区域（案）公表 R7.10.31～
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規制区域（案）公表 R7.10.31～

4

県全域 規制区域（案） 市町村別 規制区域（案）



規制区域（案）パブリックコメント実施結果 R7.10.31～
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沖縄県民意見公募手続実施要綱に基づき、R7.10.31～12.1の期間、パブリックコメントを実施した。

実施の結果、提出された意見は0件であった。



規制区域指定に向けた手続き工程（案）、今後の予定
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連 携 R6.8月～　基礎調査開始

R6.11月～R7.3月　調査状況共有

法第４条第１項
〇有識者検討委員会等　実施

R7.4月～8月　調査結果まとめ
　　　　　　 市町村説明

R7.10月　　調査結果通知

法第４条第２項
〇調査結果、審査監視体制等共有

R7.10月　　調査結果公表
　　　　　（規制区域案）

パブリックコメント実施

法第４条第１項
〇条例案等共有

R8.1月～2月　意見聴取

有識者検討委員会等　実施

法第10条第２項
第26条第２項 R8.2～3月　意見等反映、共有

区域指定案確定、条例案確定

審査監視基準等・体制案確定

R8.4～9月　説明会等周知広報

R8.10月　　公示予定

法第10条第４項
第26条第４項

法第10条第４項
第26条第４項

令和８年10月頃　規制開始予定

基礎調査の結果のまとめ
関係市町村長への

基礎調査の結果の通知

基礎調査の結果の公表

関係市町村長への意見聴取

規制区域の公示
関係市町村長への

規制区域の公示の旨の通知

沖縄県 市町村 予定時期等

基礎調査の実施 情報共有　等
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